
公共施設の再整備の進め方
～概念からまちづくりまで～



はじめに 施設マネジメントの前提
(公共)施設＝(公共)サービス拠点

公共施設は公共サービスを提供する拠点であり
単に施設を提供することが目的ではない。

◎公共FMのポイント
公共サービスから公共施設を考える

→求められているのは「施設」ではなく「サービス」の改善

※公共サービスを効率的に対象地域に提供するためには
自治体職員だけでなく企業・住民ら地域全体の協働作業が不可欠



1. FM(ファシリティマネジメント)の基本概念
例えば家が欲しいと思ったとき
• 広い家が欲しい！＝供給
• 設備は最先端！＝品質
• でもお金はない！＝財務
…ここからが実現に向けた検討の本番

公共施設も同じく3つのバランスが重要
※このバランスを忘れがち
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財務
(お金)

品質 供給
(機能性) (広さ)



[財務]建物の長寿命化≠予算削減
建物の長寿命化は予算削減の「打ち出の小槌」ではない

不必要な部分まで予防保全を徹底すると費用増大を招く

建物は補修や改修を繰り返せばいつまでも使うことができる
近年の技術進歩の影響もあり建物の平均寿命は延びている

※建物の寿命と法定耐用年数は無関係

長期的に見れば費用は変わらない→必要性から検討
「建物は何年使えるのか」→「建物を何年使うべきなのか」

4/28



[品質]新設の前に維持管理
保有 (既存)施設が「我慢」「危険」な状態であるならば
施設を新設しても直ぐに「我慢」「危険」な状態になる

→FMの基本は適切な「維持管理」の実施
×日々の業務に追われているから建物の管理ができない
×専門家がいないから状況把握ができない、知らない
×予算が付かないから何もできない、改善できない

「実務者」には作業だけでなく状況を改善する「工夫」が求められる



[供給]不足空間は「協働」で考える
立地・環境の影響が大きく「必要な空間」に正解はない
対象地域を選定し、特徴に合わせて個別対応・手法が必要
→具体的な施設名がない計画はあくまでも一般論・実現しない

対象施設だけでなく周辺施設の連携による課題解決を目指す
用途・単体で必要性を検討すると無駄が発生する可能性が高い

これからは具体的な整備を単体→複数、個別→協働で検討
※施設別・所管別ではなく地域全体で考えることが前提→官民連携



2．PDCAと情報活用 ～具体的な改善を実現する体制づくり
※施設整備は「P」ではなく「C」から始める

Check:(従来の)成果確認
※現状の課題把握ができているか

→Act:不具合・不都合への対応
※改善策を実施する体制づくり

→Plan:さらなる改善計画策定
※再整備の与条件は明確であるか

→Do:マネジメントの実施
※運用面の課題・改善策はないか

Check

Act

Plan

Do ← こ こが
無いので
同じ こ と
を繰返す
自 治 体
が多い



総合計画・マスタープランなどの位置づけ
総合計画・マスタープラン(公共施設等総合管理計画なども含む)は

自治体全体の方向性を示す役割＝具体的な実施内容は明記されない

「計画」と名前は付くものの、公共施設等総合管理計画は
具体的な計画(P)を策定するための情報整理(C)である
※具体的な整備計画(P)を策定する前に体制づくり(A)が不可欠

現状把握・情報共有のためのツールであり、円滑な施設整備(D)
に不可欠な体制づくり(A)の検討資料として活用するべき



[C]情報分析の重要性
「前例がないと難しいので、事例を紹介してほしい」と言われるが、

施設が置かれている状況(立地・環境含む)は個々に異なるため
事例をそのまま真似すると失敗する可能性が高い

事例の背景を知り対象施設に改変する工夫が不可欠
→条件が異なる事例も参考にできるはず

※「うちとは違う」は当然。その違いをどのように攻略するかがポイント
「情報収集・分析＋改善につなげる提案」が必要



[A]保全・修繕計画に求められる体制
保全・修繕計画(P)を策定しても予算に反映できなければ「絵に描いた餅」
→保全・修繕計画を予算に反映させる仕組み(A)が必要

※予算要求の際に保全・修繕計画の更新を必須とするなど

ただし耐用年数による保全・修繕計画は一般論に過ぎない
点検情報を収集し保全・修繕計画に反映させる仕組み(A)が必要

保全・修繕計画(P)の実施(D)には、
現状把握を踏まえた分析(C)だけでなく体制づくり(A)が不可欠



[C→A] 簡易費用削減手法 (佐倉市)
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池澤氏資料引用、一部加筆



[C→A→] 学校プール授業の民間委託(佐倉市：平成26年～)
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池澤氏資料引用、一部加筆



[→P→D] プール授業の改革→学校整備 (佐倉市)

池澤氏資料引用、一部加筆



3．整備以上に重要な運用体制
(例)図書館←教育上必要な施設であることは間違いないが
民間施設でも図書館の役割を担っていないか・担えないか？

他用途施設・近隣民間施設などの活用はできないか？
本当に「図書館法」に基づく施設の整備・運用が求められているのか

※立地・環境によって「必要」な公共サービスは異なる

行政に替わって民間が整備・運用したくなる環境づくり→PPP/PFI
行政は経済活動を主導するのではなく支援する立場に徹するべき



[D]公共施設ではない図書館 (小布施町)
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http://machitoshoterrasow.com/pg1374.html



[D]図書館ではない図書館→本屋（八戸市)
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八戸ブックセンター



4．公共施設マネジメント＝まちづくり
公共施設は地域生活を支えるインフラであるため

公共施設整備では地域「住民」の声を聴く過程(C)が不可欠

パブコメ、アンケート、説明会…手法はたくさんあるが
「ワークショップ」は地域の声をしっかりと聞く有用な手法

ただし、ワークショップを行えば解決するわけではない
自治体職員や議員が同じ立場で聞かれても答えられるか？
→充分な議論ができる情報や環境を整える必要あり

17/28



[C]整備計画時における住民協働 (長野市2015)



[C→A→P→D]広瀬川「タチヨル」プロジェクト（前橋市2017）
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[C]広瀬川整備実施計画のワークショップ (前橋市2019)
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[P→D]広瀬川河畔整備(前橋市2022)

※残念ながら運用の仕組み(A)なし

21 /28



[事例] 質の高い住民主導のまちづくり (小布施町)

北斎館周辺16,000㎡を居住・商工業を併せた
回遊空間(界隈)に修景。3個人+2業者+行政の

6者による住民主体の整備。

土地の交換あるいは賃貸により配置換えを実施。
国からの補助金などに頼らない整備手法は

「小布施方式」と呼ばれる。

2000年に38軒の住宅で始まったオープンガーデン。
現在では約130軒が参加し、訪れた人との交流の

輪を広げている。
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LIFORTプロジェクト (2022年度～)※準備は2020年12月～

学生支援×定住促進
×団地再生×多世代協働
⇒地域活性化

広瀬団地における取組み 産学主導の民間ネットワークの構築



LIFORTの支援・連携体制 ※日本財団「わがまち基金」採択事業



2021年に実施した様々な準備活動(一部)
■シェアカー導入実験(4～3月) ■花壇・畑の整備(6月)

■前工大授業との連携(9～1月) ■隣接する神社とのフェンス整備(11～1月)
■神社参拝＋焼き芋交流会(12月) ■シンポジウムの開催(3月)＋ゼミの開催

→住居の改善だけでは地域活性化は実現しない

[生活]住民による地域整備≒タクティカル・アーバニズム



[住居][就職][金融] の試行を繰り返す→継続



LIFORTでは運よく自治会(会長)の協力・支援が得
られた。しかし近接する神社との関係は断絶していた。

恐らく当然だと考えられていた各地域コミュニティ間の
断絶が、他者が入ることで連携が実現した。

ただし住民主体の活動がなければ継続はしない。

LIFORTは学生が享受者/支援者ではなく
住民として地域活動の主体になる仕組み

各地域コミュニティとの連携 近接神社との関係断絶→連携/ネットワーク

※コミュニティが減っているのではなく、人数や範囲が小さくなり連携がない
→LIFORTはコミュニティ間の隙間(≒スポンジ化)を埋める取組みを目指す



おわりに 求められるのは「境界の撤廃＝共有」の認識
LIFORTが提供するシェアハウスの設計趣旨は、
個人とまち・地域が完全に区切られた環境ではなく、

個室⇔共有スペース⇔広瀬ステーション⇔団地⇔地域
の境界を撤廃し共有(シェア)する仕組みを再構築

公共施設マネジメントによる公共施設整備にも、
住民(≒地域コミュニティ)⇔民間企業⇔自治体

の境界を「情報」共有で連携可能にする「体制」づくりと
住民主導の「まちづくり」の認識が不可欠ではないか
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